
 

事 務 連 絡 

令 和 ３ 年 ８ 月 ６ 日 

 

関 係 団 体 御中 

 

  

厚生労働省保険局国民健康保険課 

厚生労働省保険局高齢者医療課 

厚 生 労 働 省 保 険 局 医 療 課 

 

 

患者の疾病又は負傷が第三者行為によ っ て生じ たと 認めら れる 場合における  

診療報酬明細書等の記載等について 

 

 

標記につき ま し て、 別紙のと おり 、 地方厚生( 支) 局医療課、 都道府県民生主管部( 局)

国民健康保険主管課( 部) 及び都道府県後期高齢者医療主管部( 局) 後期高齢者医療主管課

( 部) あて通知する と と も に、 別添団体各位に協力を 依頼いたし ま し たので、 貴団体にお

かれま し ても 、 関係者への周知に御協力を お願いいたし ま す。 ま た、 被保険者等によ る

第三者行為によ る 被害の届出に関する 周知等について、 保険者等から 依頼があっ た際に

は、 御協力いただき ま すよ う 、 併せてお願いいたし ま す。  

  

別添２ 



 

公益社団法人 日本医師会 御中 

公益社団法人 日本歯科医師会 御中 

公益社団法人 日本薬剤師会 御中 

一般社団法人 日本病院会 御中 

公益社団法人 全日本病院協会 御中 

公益社団法人 日本精神科病院協会 御中 

一般社団法人 日本医療法人協会 御中 

一般社団法人 日本社会医療法人協議会 御中 

公益社団法人 全国自治体病院協議会 御中 

一般社団法人 日本慢性期医療協会 御中 

一般社団法人 日本私立医科大学協会 御中 

一般社団法人 日本私立歯科大学協会 御中 

一般社団法人 日本病院薬剤師会 御中 

公益社団法人 日本看護協会 御中 

一般社団法人 全国訪問看護事業協会 御中 

公益財団法人 日本訪問看護財団 御中 

独立行政法人 国立病院機構本部 御中 

国立研究開発法人 国立がん研究センタ ー 御中 

国立研究開発法人 国立循環器病研究センタ ー 御中 

国立研究開発法人 国立精神・ 神経医療研究センタ ー 御中 

国立研究開発法人 国立国際医療研究センタ ー 御中 

国立研究開発法人 国立成育医療研究センタ ー 御中 

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センタ ー 御中 

独立行政法人 地域医療機能推進機構本部 御中 

独立行政法人 労働者健康安全機構本部 御中 

健康保険組合連合会 御中 

全国健康保険協会 御中 

健康保険組合 御中 

公益社団法人 国民健康保険中央会 御中 

社会保険診療報酬支払基金 御中 

財務省主計局給与共済課 御中 

文部科学省高等教育局医学教育課 御中 

文部科学省高等教育局私学行政課 御中 

総務省自治行政局公務員部福利課 御中 

総務省自治財政局地域企業経営企画室 御中 

警察庁長官官房教養厚生課 御中 

防衛省人事教育局 御中 

労働基準局労災管理課 御中 

労働基準局補償課 御中 

各都道府県後期高齢者医療広域連合 御中 

（ 別添）  



 
 

事 務 連 絡 

令 和 ３ 年 ８ 月 ６ 日 

 

地方厚生（支）局医療課 

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）      御中  

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部）               

 

厚生労働省保険局国民健康保険課 

厚生労働省保険局高齢者医療課 

厚 生 労 働 省 保 険 局 医 療 課 

 

 

患者の疾病又は負傷が第三者行為によって生じたと認められる場合における 

診療報酬明細書等の記載等について 

 

 

健康保険等における保険給付の対象となる疾病、負傷又は死亡（以下、「疾病等」とい

う。）の保険事故については、その発生が、第三者による不法行為（以下「第三者行為」

という。）によって生じたものである場合があるが、保険者は、第三者行為による疾病等

について保険給付を行ったときは、健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 57 条、船員

保険法（昭和 14 年法律第 73 号）第 45 条、国民健康保険法（昭和 33 年法律第 192 号）

第 64 条第１項又は高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号）第 58 条

の規定により、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害

賠償請求権を代位取得することとされている。また、被保険者等は、第三者行為によっ

て生じた傷病等について健康保険等の保険給付を受けた際には、保険者に対し、第三者

行為による被害の届出を提出しなければならないこととされている。 

上記に関し、保険医療機関等においては、「診療報酬請求明細書等の記載要領等につい

て」（昭和 51 年８月７日保険発第 82 号）（別添）等により、患者の疾病等が、第三者行

為によって生じたと認められる場合には、診療報酬明細書等の特記事項欄に「10. 第三」

を記載することとされている。本記載は、各保険者において第三者行為が疑われる事案

を把握する契機として非常に重要であることから、保険医療機関等においては、日々の

診療活動の際、患者の疾病等が第三者行為によって生じたと認められる場合には、特記

事項の記載漏れが生じないようにしていただく必要がある。 
今般、医療保険事業の健全な運営を確保するため、各保険者において代位取得した損

害賠償請求権を行使し、保険給付の適正な執行に取り組むことにつき、一層の取組強化

を図るにあたり、上記内容について、貴管下の保険医療機関等に対し周知を図られたい。 

別 紙 


